
農作物のダイオキシン類調査結果について 

１ 趣旨 

  県では地元田子町からの要望を受け、田子町の主要な農作物である枝豆、水稲、にんにくの安

全性を確認し、風評被害を未然に防止するため、平成１５年度よりそれぞれ３地点（熊原川上流域、

現場付近、熊原川下流域）で収穫されたものについて、ダイオキシン類調査を行っています。本

年度もこれらの主要な農作物のダイオキシン類調査を実施しました。 

 

２ 検体採取日 

  枝豆     平成２１年９月１０日 

   水稲     平成２１年１１月１８日 

   にんにく  平成２１年９月１０日 

 

３ 調査結果 

平成２１年度の調査結果（毒性等量）は次のとおりです。 

調査結果はこれまでの調査結果と同様に十分低い値でした。 

（1）枝豆                           （単位：pg-TEQ/g-wet） 

採取地点 
平成２１年度調査結果 

（毒性等量） 

これまでの調査結果 

平成２０年度 平成１５～１９年度 

熊原川上流域 ０．０００００８４ ０．０００７８ ０～０．０００７９ 

不法投棄現場付近 ０．００００１０ ０．００２６ ０～０．００２１ 

熊原川下流域 ０．０００００６４ ０．０００５８ ０～０．０００８９ 
※１ 毒性等量とは、各化合物の実測濃度に毒性等価係数（TEQ）を用いて換算した値で、今回の調査

では WHO-TEF（2006）で定めた TEQ を適用して算出（以下同様）。 
※２ 定量下限未満の値を 0として算出（以下同様）。 
 

  （2）水稲                           （単位：pg-TEQ/g-wet） 

採取地点 
平成２１年度調査結果 

（毒性等量） 

これまでの調査結果 

平成２０年度 平成１５～１９年度 

熊原川上流域 ０．０００００４８ ０．０００００３３ ０～０．０００００９０ 

不法投棄現場付近 ０．０００１７ ０．０００００４３ ０～０．００００1８ 

熊原川下流域 ０．０００００４７ ０．０００００２５ ０～０．００００２０ 

 

（3）にんにく                          （単位：pg-TEQ/g-wet） 

採取地点 
平成２１年度調査結果 

（毒性等量） 

これまでの調査結果 

平成２０年度 平成１５～１９年度 

熊原川上流域 ０．０００００２３ ０．００１１ ０～０．０１４ 

不法投棄現場付近 ０．００００５０ ０．００００２０ ０～０．０００７１ 

熊原川下流域 ０．０００００４８ ０．０００８９ ０～０．０００５１ 

 

【参考】 

公表されている国（農林水産省）が実施した農作物のダイオキシン類調査結果 

               （単位：pg-TEQ/g-wet） 
作物名 毒性等量（平均値） 

枝豆 ０．００００９８～０．００４０（０．００２０） 

水稲 0.００００１１～０．００３１（０．０００７５） 

    ※ 枝豆：平成１４年度農用地土壌及び農作物に係るダイオキシン類実態調査 

水稲：平成１９年度農水産物中のダイオキシン類の実態調査 

にんにく：公表された国の調査事例はありません。 
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